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１  農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促

進による農山漁村の活性化に関する方針  

 
福井市は、市街地を取り囲む農地をはじめ、越前海岸や緑豊かな山林など、風光明媚な自

然環境に恵まれ、日本らしい四季の移ろいを感じることができます。この自然環境と固有の歴

史や文化などと一体となって、地域で支えあう暮らしや風習が現在にも受け継がれています。 

しかしながら、農山漁村地域では、高齢化や過疎化の進展により担い手が不足し、耕作放

棄地の増加や森林整備の遅延が懸念され、今後、農地の保全のほか、水源の涵養、自然環境

の保全など、農山村が有する国土や景観の保全、自然災害の防止、文化の伝承といった多面

的機能が失われる恐れがあります。 

これらの現状や課題を踏まえ、第八次福井市総合計画では、「みんなが輝く全国に誇れるふ

くい」を将来都市像とし、農林水産業に関連するものとして、「未来を切り拓く農林水産業のま

ちをつくる」等の政策を掲げ、スマート農業等新たな時代に対応した農業を推進すること、ブラ

ンド化や販路開拓等新たな可能性にチャレンジすること、稼げる林業と水産業を推進すること、

農地・農村の環境を守り活性化を図ることとしています。 

また、福井市森林整備・林業成長産業化推進プランでは、「伐って使って触れ合って未来に

引き継ぐ森林づくりの推進」を基本理念とし、「森林の多面的機能の強化」や「担い手の確保・

育成」「林業の成長産業化の推進」等の基本方針を示し、１００年後の福井市民に豊かな森林

の恵みが享受されるよう取り組むこととしています。 

これらの施策に取り組むとともに、本市の西部では、日本海側特有の冬季の強風等、風力発

電に適した豊富な資源が賦存し、再生可能エネルギー利用の面でも高いポテンシャルを有し

ています。再生可能エネルギーの開発利用は、二酸化炭素等の温室効果ガス削減の面のみな

らず、農山漁村の活性化と持続的発展を促す「経済貢献」のほか、災害時にも発電を持続さ

せる防災機能や環境教育の拠点となる教育機能など「機能貢献」の面でも大きなメリットがあ

ります。 

以上のことから本市は、地域特有の風という地域資源を再生可能エネルギー源として有効

に活用し、地域と協力しながら、「風力発電」を契機として、地域経済の自立、地域住民の積極

的・主体的な取組による地域づくりの自律を目指していくこととします。福井市農山漁村再生

可能エネルギー法に基づく基本計画（以下「本基本計画」という。）は、これらの取組みについ

ての基本方針や、計画の概要をまとめたものです。 
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２  再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域 

 

地区 区域の所在 面積 備考 

A 福井県福井市 約１０．７ha 
４，２００kW 級を１２基整備 

※別紙 1、別紙 2 参照 

※ A 地区において、令和５年４月２４日に経済産業大臣より環境影響評価書に係る確定通知

を事業者に通知。 

 
３  ２の区域において整備しようとする再生可能エネルギー発電設備の種類及び

規模 

 

地区 発電設備の種類 発電設備の規模 備考 

A 風力発電 最大 50,000kW ４，２００kW 級を１２基整備 
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４  再生可能エネルギー発電設備の整備と併せて促進する農林漁業の健全な発

展に資する取組に関する事項 

 

本基本計画の策定に際し、市では「福井市再生可能エネルギー農山漁村活性化協議会

（以下「協議会」という。）」を設置し、対象となる地域の住民や農林業従事者からの意見をと

りまとめました。協議会での議論を踏まえ、別に定めるアクションプランや「福井市農業活性化

プラン」、「福井市森林整備・林業成長産業化推進プラン」及び「福井市水産業振興プラン」

に掲げる基本方針により、地域の農林水産業の健全な発展及び地域の活性化に寄与する事

業に取り組みます。 

また、事業を実施するための原資として発電事業者の売電収益の一部を活用するとともに、

協議会が定める地域住民や農林団体、発電事業者及び福井市で構成する運営協議会におい

て事業の実施及び進行管理を行い、必要に応じて事業の見直しを行いながら、農山漁村の地

域振興を目指すこととします。 

さらに、発電事業者は、関係施設及び林道の除草等の保守業務を地元企業や地元林業関

係団体等に委託することにより、地元企業の雇用・活性化に寄与することとします。 

 

 
５  自然環境の保全と調和その他の農山漁村における再生可能エネルギー電気

の発電の促進に際し配慮すべき重要事項 

 

A 地区で実施される風力発電は、総出力が 10,000 kW 以上であることから、環境影響評

価法の対象事業です。 

発電設備を設置する対象地域の自然環境の保全との調和、景観の保全・歴史的風致の維

持及び向上との調和等の配慮すべき重要事項については、令和４年１１月１４日に告示された

環境影響評価準備書の経済産業大臣勧告に基づく、環境影響評価書を事業者が作成中で

あり、その中で、専門家、有識者等に意見を伺いながら対応しており、経済産業省の環境影響

評価書の確定通知をもって、代替とすることとします。（令和５年４月２４日に経済産業大臣より

環境影響評価書に係る確定通知が事業者に通知されていることから、環境影響評価書に基

づき、発電事業者は環境の保全について適正な配慮を実施することとします。） 

風雨などによる発電設備の破損や土砂流出・土砂災害の防止対策といった安全性の確保

等を行うよう必要な措置を講ずるとともに、問題が発生した際には、発電事業者は、責任を持っ

て問題の解決を行うものとします。 
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６  農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促

進による農山漁村の活性化に関する目標及びその達成状況についての評価 

 

(1) 目標 

今後２０年間で地域の農林漁業の健全な発展に資する取組を行う風力発電設備

50,000kW（４，２００kW 級を最大１２基整備）の導入を目指します。 

 

(2) 目標の達成状況についての評価 

毎年度、設備整備事業者は、認定された設備整備計画の実施状況を協議会において報

告します。 

協議会において、設備整備計画の進捗を協議し、目標が達成されない場合、達成に向け

て必要な改善策を講じるものとします。 

 

 

７  再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域において整備する再生

可能エネルギー発電設備の撤去及び原状回復 

 

(1) 発電設備の撤去 

設備整備事業者は、再生可能エネルギーの発電事業の中止又は終了した際は、使用した

発電設備等を必ず撤去することとします。 

 

(2) 土地の原状回復 

使用した土地について、設備整備事業者は、森林や更地など回復後の状態を地権者など

と協議の上、原状回復に係る費用を全額負担することとします。 

 

(3) 設備整備計画の審査の留意事項 

発電事業者から市に提出される設備整備計画の審査を行う際には、これらの事項に加え、

発電設備の撤去や原状回復されないときの損害賠償や土地の賃借期間の中途の契約終

了における違約金に関する事項が、地権者と発電事業者との間の土地賃借契約書内に記

載されていることを確認することとします。 
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８  その他農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発

電の促進に関する事項 

 

(1) ホームページ等による周知 

基本計画に基づく取組の促進や関係住民等の理解の醸成を図るため、市の広報やホー

ムページ等により広く周知します。 

 

(2) 設備整備計画の認定 

設備整備計画の審査を行う際には、内容が基本計画に適合するものであることに加え、

必要な資金確保またはその見込みがあること、設備整備計画が実施される見込みが確実で

あること、再生可能エネルギー設備の撤去時の契約を確認することとします。 

また、設備整備計画の認定を行う際には、設備整備事業者は実施状況の報告を行うこと、

市の是正の指導に従うこと等の条件を付することとします。 

 

(3) 設備整備計画の認定の取り消し 

設備整備計画の実施状況の報告の怠慢、市の是正の指導に従わない場合においては、

設備整備計画の認定を取り消すこととします。 

 

(4) 再生可能エネルギー発電設備の整備を行う者の協議会への参加 

再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域を追加するにあたり、再生可能エネ

ルギー発電設備の整備を予定している者は、誠意をもって地権者を含めた関係者との協議

を行い、合意した上で、本協議会へ参加することとします。 

 

(5) 基本計画の見直し 

再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域の追加など、基本計画の改正の必

要が生じた場合は、その時の最新情勢を考慮して適宜、基本計画を見直すこととします。 

また、令和５年２月時点、A 地区においては、環境影響評価準備書の経済産業大臣勧告

に基づく、環境影響評価書を事業者が作成中であり、事業計画や工事計画の見直しがある

場合、基本計画を見直す必要があるため、 経済産業省の環境影響評価書の確定通知後、

基本計画を見直し、設備整備計画の審査を行うこととします。（令和５年４月２４日に経済産

業大臣より環境影響評価書に係る確定通知を事業者に通知されていることから、基本計画

の見直しを行う。) 

 

(6) 関係者との連携 

福井市、設備整備事業者(再生可能エネルギー発電事業者)、森林組合、土地改良区、農

業協同組合、漁業協同組合等の関係者は、本市の区域外の関係者とも相互連携し、優良事

例等の情報共有化を行いつつ、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギ

ーの導入に今後も取り組んでいくこととします。  
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（別紙 1） 

再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域 

 

地区 区域の所在 面積(㎡) 備考 

A 鷹巣 

福井県福井市蓑町 29 字長者屋敷 3-2・3-5、 

福井市（旧鷹巣村）2 字札山 1-6、 

法定外公共物 

4,521 WT1 

福井県福井市蓑町 29 字長者屋敷 3-5、 

福井市（旧鷹巣村）2 字札山 1-5、 

法定外公共物 

4,889 WT2 

福井県福井市宮郷町 25 字中尾 3-1・4-1 6,671 WT3 

福井県福井市（旧鷹巣村）２字札山 1-1、 

宮郷町 23 字野田三味 9-4・12-1・13-4・

13-6、 

高須町 102 字国見 2+3-1・2+3-2・2+3-

3・2+3-5・2+3-6・2+3-7・2+3-8、 

法定外公共物 

6，96３ WT4 

福井県福井市（旧鷹巣村）2 字札山 1-1、 

蓑町 27 字四ノ谷 2-1、 

蓑町 29 字長者屋敷 3-3、 

法定外公共物 

4，307 WT5 

福井市宮郷町 17 字一枚田 1、 

宮郷町 23 字野田三味 4-1・4-2・5-2・6・8-

2・9-1・9-2・10、 

法定外公共物 

24，225 WT6 

福井県福井市宮郷町 23 字野田三味 7-1・8-

1・9-1、 

高須町 102 字国見 2+3-22・4、 

法定外公共物 

9，94１ WT7 

福井県福井市高須町 101 字横懸 26-1・26-

2・26-3・26-4・26-5・41、 

高須町 102 字国見 4・5-1・5-2、 

法定外公共物 

7，786 WT8 

福井県福井市高須町 102 字国見 1-19・1-

20・1-21・1-22・1-23・1-24・1-25・1-26 
7，356 WT10 

小計 76，659  
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国見 

本郷 

福井県福井市国見元町 23 字東南天山 6 9，288 WT11 

福井県福井市国見元町 22 字吉平山 6-5、 

国見元町 23 字東南天山 6、 

猫瀬町 38 字札山 1-2、 

奥平町 38 字坂ケ谷 15-1、 

法定外公共物 

13，386 WT12 

福井県福井市国見元町 23 字東南天山 2-2・

4-3 
5，167 WT13 

小計 ２７，８４１  

鶉 

福井県福井市佐野町 37 字指ケ谷山 35・36・

37 
2，０８３ 変電所 

小計 2，０８３  

合計 106，583  

※ 令和５年２月時点、A 地区においては、事業者が環境影響評価準備書の経済産業大臣勧

告に基づく、環境影響評価書を作成中であり、事業計画や工事計画の見直しにより、整備

を促進する区域を変更する場合があります。（令和５年４月２４日に経済産業大臣より環境

影響評価書に係る確定通知を事業者に通知） 

※ 整備を促進する区域には、境界未確認地番が含まれるため、対象面積及び地番の変更の

可能性があります。 
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（別紙 2） 

≪（仮称）国見風力発電事業全体図≫ 

 
 


